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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
  

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第141期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社の異動もありません。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第140期 

第２四半期 
連結累計期間

第141期 
第２四半期 
連結累計期間

第140期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 7,764 7,754 15,985 

経常利益 (百万円) 403 100 962 

四半期（当期）純利益 
又は四半期純損失(△) 

(百万円) 238 △137 510 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △51 △314 476 

純資産額 (百万円) 18,027 17,943 18,439 

総資産額 (百万円) 22,195 22,138 22,795 

１株当たり四半期(当期)純利益 
金額又は１株当たり四半期純損失
金額(△) 

(円) 14.81 △8.56 31.77 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 14.80 ― 31.72 

自己資本比率 (％) 81.2 80.9 80.8 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 493 155 1,210 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △75 △281 △223 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △175 △211 △318 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 5,209 5,300 5,686 

回次
第140期 

第２四半期 
連結会計期間

第141期 
第２四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日 
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 
又は１株当たり四半期純損失金額
（△） 

(円) 10.78 △6.15 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来の見通しにかかわる記述については、当四半期報告書提出日現在において入手可能な情報に

基づき当社グループが判断したものであります。 

  
(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)におけるわが国経済は、

東日本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回復基調にあるものの、欧州債務問題や中国をはじめ

とした新興国の経済の減速感、また根強く残る賃金や物価のデフレ圧力など、景気の先行きは依然と

して不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,754百万円と前

年同期比10百万円(0.1%)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、1,764百万円(対売上

高22.8%)と、前年同期比5百万円(0.3%)の増収となりました。 

  利益面は積極的な先行投資により販売費及び一般管理費が前年同期比298百万円(7.8%)増加したこ

とにより、営業利益は157百万円と前年同期比280百万円(64.0%)の減益となりました。さらに為替差

損の増加などにより営業外損益が悪化し、経常利益は100百万円と前年同期比303百万円(75.1%)の減

益となりました。特別損失に投資有価証券評価損と固定資産除却損を計上した結果、税金費用を差し

引いた最終損益は、四半期純損失137百万円と前年同期比375百万円の減益となりました。 

  
セグメントの業績 

① デンタル関連事業 

国内では、前連結会計年度に市場投入した歯科用象牙質接着材「ビューティボンド マルチ」や薬

用マウスウォッシュ「リステリン」などが売上に寄与しましたが、競合他社製品の低価格化が進む

中、流通在庫の調整局面が重なったことなどにより、前年同期比減収となりました。また、海外は北

米・中南米や中国で好調に推移したものの、韓国経済が低迷する中、低価格品へ購買意欲がシフトす

るなどの影響により、全体では前年同期比減収となりました。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,883百万円と前年同期比112百万円(1.6%)

の減収となり、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は186百万円と前年同期比304百万円

(62.0%)の減益となりました。 

  
② ネイル関連事業 

ネイル関連事業の市場は、東日本大震災による自粛ムードからの回復もあり、拡大傾向が見られて

いる一方で、激しさを増す価格競争の中、企業間の業績格差が顕在化しております。このような経営

環境の中、全国レベルでの営業展開と地方セミナーの実施やイベントでの効果的な企画などにより、

徐々に自社ブランド製品の売上比率が上昇し、販売実績を伸ばしております。 

  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、829百万円と前年同期比101百万円(13.9%)

の増収となりました。利益面はのれん償却費の負担などにより営業損失42百万円となったものの、増

収効果により前年同期比29百万円の増益となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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③ その他の事業 

当社グループの株式会社昭研におきまして、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を製

造販売しております。当第２四半期連結累計期間の売上高は、44百万円と前年同期比0.9百万円

(2.1%)の増収となり、営業利益は11百万円と前年同期比1百万円(9.6%)の減益となりました。 

  

(2) 財政の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ657百万円減少し、22,138百万

円となりました。 

  資産は主に、投資有価証券が減少しております。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ161百万円減少し、4,194百万円となりました。未払法人税等の減

少が主な要因であります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ495百万円減少し、17,943百万円となりました。利益剰余金の

減少が主な要因であります。 

  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイント上昇し、80.9%となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、386百万円

(6.8%)減少し、5,300百万円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と前年同期対比の増減要因は次の

とおりであります。 

  

①  営業活動によるキャッシュ・フロー 

第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、155百万円のプラスとな

り、前年同期比337百万円の減少となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失が前年同期に比べ、474百万

円減少したことによるものであります。 

  

②  投資活動によるキャッシュ・フロー 

第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、281百万円のマイナスと

なり、前年同期比205百万円の減少となりました。 

これは主に有価証券の取得による支出が前年同期に比べ、229百万円増加したことによるものであ

ります。 

  

③  財務活動によるキャッシュ・フロー 

第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、211百万円のマイナスと

なり、前年同期比35百万円の減少となりました。 

これは主に配当金の支払額が前年同期に比べ、32百万円増加したことによるものであります。 
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありま

せん。 

なお、当社は、平成22年５月14日開催の当社取締役会において、会社法施行規則に定める「当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を一部変更するとともに、特定

株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果とし

て特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等

の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を

除きます。）への対応方針の内容を一部変更したうえで継続することを決定し、本対応方針継続の承

認議案を平成22年６月25日開催の第138回定時株主総会に提出、承認されました。 

  

Ⅰ  基本方針の内容 

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行

為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ね

られるべきものであると考えます。 

しかし、歯科器材の国際的メーカーである当社の経営においては、当社の有形無形の経営資源、将

来を見据えた施策の潜在的効果、そして世界の歯科医療に貢献し、このことを通じて人々の「健康」

と「美」に貢献するという当社に与えられた社会的使命、それら当社グループの企業価値を構成する

要素等への理解が不可欠であり、これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社グループの

企業価値の源泉等を機軸とした中長期的な視野を持った取組みが必要不可欠であると考えておりま

す。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行

されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステ

ークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。 

当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めてお

りますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥

当かどうかなど大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切にご判断

いただくためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可

欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グル

ープに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画の内

容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重

要な判断材料となると考えます。 

  

Ⅱ  当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資す

る特別な取組み 

  当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、平成21年度から平成23年度までを対象期間

とした「中期経営計画」を策定しており、グループ売上高180億円の達成を目標としております。具

体的には、①グローバルマーケティング機能の強化と新製品・新技術による需要の創造とシェアアッ

プ、②海外事業の拡大、③コストダウン活動といった施策を通じて、企業価値ひいては株主共同の利

益の向上につなげることを目指しております。 

  また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、職務遂行度をより厳しく問う

ことを目的として、取締役の任期を１年としております。また、監査役会につきましては、平成18年

６月より、それまでの３名体制（常勤監査役１名、社外監査役２名）から、常勤監査役２名体制に

し、執行に対する監督機能の強化を進めるなど、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて取組

んでおります。 
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Ⅲ  会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み 

当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照ら

し、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を継続する

ことを決議いたしました。 

本対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買

付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市

場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意し

た者による買付行為を除きます。かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為

を行う者を以下「大規模買付者」といいます。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会

に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定

の評価期間が経過し、かつ③取締役会又は株主総会が新株予約権の発行等の対抗措置の発動の可否に

ついて決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者

に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約

権の発行等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ

ることを目的とするものです。 

当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役

宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明

書を提出することを求めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10

営業日以内に交付する必要情報リストに基づき株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成のため

に必要な情報の提供を求めます。 

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情

報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付

けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長がありえます。）を取

締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期

間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討

し、後述の企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取りまと

めて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関す

る条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。 

当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための

諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及

び社外有識者の中から選任された委員からなる企業価値検討委員会を設置し、大規模買付者が大規模

買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を発動すべきか否か、対抗措置の発動の

可否につき株主総会に諮るべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、企業価値検討委

員会に諮問することとします。企業価値検討委員会は、①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し

ないため対抗措置発動を勧告した場合、②大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置発動を勧告した場合、及び③大規模買

付者による大規模買付行為ないしその提案内容の評価、検討の結果、対抗措置の不発動を勧告した場

合を除き、新株予約権の発行等の対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取

締役会に勧告を行います。 

  当社取締役会は、株主総会決議に従って、又は取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段

の事情がない限り企業価値検討委員会の前述の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等の対抗措置

の発動又は不発動に関する会社法上の機関としての決議を遅滞なく行います。対抗措置として新株予

約権の発行を実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むこ

とにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権に

は、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者

から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものと

します。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が対抗措置の発動を決定した後も、対抗

措置の発動が適切でないと判断した場合には、企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重した上で、対

抗措置の発動の変更又は停止を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、

適時適切に情報開示を行います。 

  本対応方針の有効期限は、平成22年６月25日開催の定時株主総会においてその継続が承認されたこ

とから、当該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
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会終結の時まで継続するものとし、以後も同様とします。なお、本対応方針の有効期間中であって

も、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所

が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。 

なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.shofu.co.jp/ir/）に掲載する平成22年５月14日付プレスリリースをご覧下さい。 

  

Ⅳ  具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針

の実現に資する特別な取組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上

させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基

本方針に沿うものです。 

また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・

向上させるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、

当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として企業価

値検討委員会を設置し、対抗措置の発動・不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問すること

となっていること、企業価値検討委員会が株主総会に諮る必要がないと判断する限定的な場合を除

き、原則として株主総会決議によって対抗措置の発動の可否が決せられること、本対応方針の有効期

間は３年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内

容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同

の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  
(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間は研究開発費として、660百万円を投入いたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000,000 

計 64,000,000 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(平成24年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 16,114,089 16,114,089 東京証券取引所市場第一部
単元株式数は100株
であります。 

計 16,114,089 16,114,089 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

  当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 
(注) １  新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。 

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場

合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権につい

て、付与株式数を次の計算により調整する。 

  

          調整後株式数  ＝  調整前株式数  ×  分割又は併合の比率 

  

また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場

合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる

付与株式数の調整を行うことができる。 

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

２  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げるものとする。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

３  当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場

合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行

為の発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立

の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換

につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。）の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定

めた場合に限る。 

決議年月日 平成24年６月27日 

新株予約権の数 333個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 33,300株(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 
新株予約権の行使により発行又は移転される株式１株
当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた
金額とする。 

新株予約権の行使期間 平成24年７月14日～平成54年７月13日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額 

発行価格  １株当たり765円 
資本組入額  (注)２ 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、
執行役員については執行役員及び従業員のいずれの地
位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの
間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの
とする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３ 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

  該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成24年７月１日～ 
平成24年９月30日 

－ 16,114 － 4,474 － 4,576 
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(6) 【大株主の状況】 

 
(注)  インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シーより平成24年８月23日付で大量保有報告

書（変更報告書）の写しの送付があり（報告義務発生日：平成24年８月21日）、以下のとおり株式を所有して

いる旨の報告を受けておりますが、当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

  平成24年９月30日現在 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三井化学株式会社 
東京都港区東新橋１丁目５番２号 
汐留シティセンター 

1,800 11.17 

STATE STREET BANK AND TRUST  
COMPANY 
（常任代理人  香港上海銀行東
京支店） 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 
（東京都中央区日本橋３丁目11－１） 

932 5.78 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 
日本生命証券管理部内 

718 4.46 

株式会社京都銀行 
京都府京都市下京区烏丸通松原上る 
薬師前町700 

712 4.42 

株式会社滋賀銀行 滋賀県大津市浜町１番38号 602 3.74 

松風社員持株会 
京都府京都市東山区福稲上高松町11 
㈱松風内 

466 2.90 

松風淑子 京都府京都市左京区 370 2.30 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 364 2.26 

大日本スクリーン製造株式会社 
京都府京都市上京区堀川通寺之内上る４丁目
天神北町１番地の１ 

330 2.05 

株式会社中央倉庫 京都府京都市下京区朱雀内畑町41 313 1.95 

計 ― 6,609 41.02 

氏名又は名称 住所
所有持株数 
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

インターナショナル・バ
リュー・アドバイザー
ズ・エル・エル・シー 

米国ニューヨーク州ニューヨーク、 
フィフス・アベニュー717、10階 

1,345,538 8.35 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。 

  
② 【自己株式等】 

 
  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

   平成24年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

34,300 
― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

16,056,700 
160,567 ―

単元未満株式 
 

 

普通株式 23,089 ― 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 16,114,089 ― ―

総株主の議決権 ― 160,567 ―

  平成24年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社松風 

京都市東山区福稲上高松
町11番地 

34,300 ― 34,300 0.21 

計 ― 34,300 ― 34,300 0.21 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１

日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,286 6,904

受取手形及び売掛金 ※1  2,526 ※1  2,275

有価証券 79 416

商品及び製品 2,210 2,239

仕掛品 605 656

原材料及び貯蔵品 512 588

その他 846 821

貸倒引当金 △99 △68

流動資産合計 13,966 13,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,363 6,243

減価償却累計額 △4,019 △3,936

建物及び構築物（純額） 2,344 2,307

その他 6,567 6,582

減価償却累計額 △4,444 △4,403

その他（純額） 2,123 2,179

有形固定資産合計 4,467 4,486

無形固定資産   

のれん 356 311

その他 197 181

無形固定資産合計 553 493

投資その他の資産   

投資有価証券 3,023 2,428

その他 792 906

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 3,807 3,325

固定資産合計 8,829 8,305

資産合計 22,795 22,138
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 628 591

短期借入金 990 985

未払法人税等 239 82

役員賞与引当金 31 15

その他 1,354 1,421

流動負債合計 3,244 3,096

固定負債   

退職給付引当金 113 116

その他 997 981

固定負債合計 1,111 1,097

負債合計 4,355 4,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,576

利益剰余金 9,774 9,439

自己株式 △55 △47

株主資本合計 18,769 18,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298 182

為替換算調整勘定 △647 △709

その他の包括利益累計額合計 △349 △526

新株予約権 19 26

純資産合計 18,439 17,943

負債純資産合計 22,795 22,138
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,764 7,754

売上原価 3,515 3,487

売上総利益 4,249 4,266

販売費及び一般管理費 ※1  3,811 ※1  4,109

営業利益 437 157

営業外収益   

受取利息 6 8

受取配当金 29 29

会費収入 42 38

貸倒引当金戻入額 54 29

その他 16 41

営業外収益合計 149 149

営業外費用   

支払利息 5 4

売上割引 72 75

当社主催会費用 56 44

為替差損 27 67

その他 21 13

営業外費用合計 183 206

経常利益 403 100

特別損失   

投資有価証券評価損 － 156

固定資産除却損 － 15

特別損失合計 － 171

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

403 △71

法人税等 165 66

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

238 △137

四半期純利益又は四半期純損失（△） 238 △137
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

238 △137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △168 △115

為替換算調整勘定 △121 △61

その他の包括利益合計 △289 △177

四半期包括利益 △51 △314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △51 △314

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

403 △71

減価償却費 295 264

のれん償却額 44 44

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 △16

受取利息及び受取配当金 △36 △38

支払利息 5 4

為替差損益（△は益） 17 36

投資有価証券評価損益（△は益） － 156

固定資産除却損 － 15

売上債権の増減額（△は増加） 154 233

たな卸資産の増減額（△は増加） △144 △180

仕入債務の増減額（△は減少） △68 △18

その他 4 △15

小計 633 383

利息及び配当金の受取額 37 40

利息の支払額 △7 △7

法人税等の支払額 △169 △260

営業活動によるキャッシュ・フロー 493 155

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △532 △727

定期預金の払戻による収入 642 707

有価証券の取得による支出 △130 △360

有価証券の償還による収入 230 283

有形固定資産の取得による支出 △155 △121

無形固定資産の取得による支出 △21 △24

投資有価証券の取得による支出 △99 －

貸付けによる支出 △8 △6

貸付金の回収による収入 6 5

その他 △9 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △75 △281

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5 △5

リース債務の返済による支出 △9 △13

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △160 △192

ストックオプションの行使による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △175 △211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192 △386

現金及び現金同等物の期首残高 5,016 5,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,209 ※1  5,300
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【会計方針の変更等】 
  

 
  
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。 

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。 

  

 
  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

  

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 
当第２四半期連結累計期間

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
当第２四半期連結累計期間 

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．税金費用の計算   当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を

計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日)

受取手形 13百万円 2百万円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

役員報酬及び給料手当 1,272百万円 1,329百万円 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 6,685百万円 6,904百万円 

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△1,475  〃 △1,604  〃 

現金及び現金同等物 5,209百万円 5,300百万円 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
(注) 1株当たりの配当額の内訳は、普通配当10円、創立90周年記念配当1円及び東京証券取引所市場第一部指定の 

記念配当１円であります。 

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

  

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日 
取締役会 

普通株式 160 10.00 平成23年３月31日 平成23年６月７日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月２日 
取締役会 

普通株式 128 8.00 平成23年９月30日 平成23年11月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年5月11日 
取締役会 

普通株式 192 12.00 平成24年３月31日 平成24年６月６日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月２日 
取締役会 

普通株式 128 8.00 平成24年９月30日 平成24年11月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

デンタル 
関連事業

ネイル 
関連事業

その他の 
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 6,995 727 40 7,764 ― 7,764 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― 2 2 △2 ― 

計 6,995 727 43 7,766 △2 7,764 

セグメント利益又は損失（△） 491 △71 12 432 5 437 

     (単位：百万円) 

 

報告セグメント

調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

デンタル 
関連事業

ネイル 
関連事業

その他の 
事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 6,883 829 41 7,754 ― 7,754 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 0 2 2 △2 ― 

計 6,883 829 44 7,756 △2 7,754 

セグメント利益又は損失（△） 186 △42 11 155 1 157 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) １ 当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

平成24年11月２日開催の取締役会において、第141期の中間配当に関し、次のように決議いたしまし

た。 

①  配当金の総額                                  128百万円 

②  １株当たりの金額                                8円00銭 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年11月30日 

(注) 平成24年９月30日最終の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、支払いを行い

ます。 

項目 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期
純損失金額(△) 

14.81円 △8.56円 

    (算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万
円) 

238 △137 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失
金額(△)(百万円) 

238 △137 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 16,073 16,076 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 14.80円 ― 円 

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益調整額(百万円) ― ― 

    普通株式増加数(千株) 5 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要 

― ― 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成24年11月14日

株式会社  松  風 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社松風の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成
24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月
30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期
連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社松風及び連結子会社の平成24年９
月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    渡    部      健       印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    豊    原    弘    行   印 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成24年11月14日 

【会社名】 株式会社松風 

【英訳名】 SHOFU  INC. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役  取締役社長  根 來 紀 行 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社松風  東京支社 

   （東京都文京区湯島三丁目16番２号） 

 株式会社東京証券取引所 

   （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



当社代表取締役取締役社長根來紀行は、当社の第141期第２四半期(自  平成24年７月１日  至  平成24

年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認い

たしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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